
平成

山
次

年 月 日 金曜日

土県
○
選直

山 口 県

道道宇熊
○
公特障障大

（定期）報

○
告救救保 毎

第 号

口
県
告
示
第
七
十
七
号

の
医
療
機
関
は
、
救
急
病
院
等
を

地
改
良
区
役
員
の
届
出
（
農
村
整
備

営
清
末
地
区
湛
水
防
除
事
業
計
画
書

管
告
示

接
請
求
に
必
要
な
有
権
者
の
数
…
…

告

路
の
区
域
の
変
更
（
道
路
整
備
課
）

路
の
供
用
の
開
始
（
道
路
整
備
課
）

部
都
市
計
画
及
び
阿
知
須
都
市
計
画

毛
都
市
計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画

告定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

害
者
自
立
支
援
法
の
規
定
に
基
づ
く

害
者
自
立
支
援
法
の
規
定
に
基
づ
く

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一

目

次

示急
病
院
等
で
な
く
な
っ
た
医
療
機
関

急
病
院
の
認
定
（
地
域
医
療
推
進
室

安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

週
火
・
金
曜
日
発
行

定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

示

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可

の
変
更
認
可
（
都
市
計
画
課
）
…
…
…

の
申
請
（
県
民
生
活
課
）
…
…
…
…
…

医
療
機
関
の
指
定
（
健
康
増
進
課
）
…

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指

項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
商
政

（
地
域
医
療
推
進
室
）
…
…
…
…
…
…

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
の
内
容
の
要
旨厚

生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

（
都
市
計
画
課
）
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

定
（
障
害
者
支
援
課
）
…
…
…
八

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

及
び
掲
示
場
所

（
森
林
整
備
課
）
…
…
…
一

平 成 年
月 日

（金曜日）

一

通
知
の
内
容
の
要
旨

山
口
県
告
示
第
七
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

そ
の
要
旨
及
び
掲
示
場
所
は

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十

山
口
県
厚
生
農
業
協
同
組

合
連
合
会
滝
部
病
院

下

萩
む
ら
た
病
院

萩

岩
国
市
医
療
セ
ン
タ
ー
医

師
会
病
院

岩

岩
国
市
立
錦
中
央
病
院

〃

岩
国
市
立
美
和
病
院

〃

山
口
県
告
示
第
七
十
八
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

り
、
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十

名

称

一
項
に
規
定
す
る
病
院
及
び
診

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十

名

称

医
療
法
人
社
団
康
香
会
し
げ
お

三
隅
外
科
・
胃
腸
科

律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三

よ
る
通
知
の
相
手
方
が
知
れ
ず
、

定
に
よ
り
そ
の
通
知
の
内
容
を
掲

、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

七
日

山
口

関
市
豊
北
町
大
字
滝
部
三
六
六
九

市
大
字
今
古
萩
町
三
〇
の
一

国
市
室
の
木
町
三
丁
目
六
番
一
二

錦
町
広
瀬
一
〇
七
二
の
一

美
和
町
渋
前
一
七
七
六

（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八

し
て
認
定
し
た
。

七
日

山
口

所

在

療
所
で
な
く
な
っ
た
。

七
日

山
口

所

在

か
病
院

萩
市
大
字
今
古
萩
町

山
口
市
小
郡
下
郷
一

一

条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

又
は
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る

示
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

の
一

平
成
二
三
、

六
、
一
八

〃

七
、
二
三

号

〃

八
、

九

平
成
二
四
、

三
、
一
九

〃

〃

〃

号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に

県
知
事

二

井

関

成

地

認
定
が
効
力
を
有
す
る
期

県
知
事

二

井

関

成

地

三
〇
の
一

二
二
四
の
二

第た よ限

告

示



平

道

成 年 月 日 金曜日

路
のそ

に
お道路

山 口

〃東
二山

道

（定期）県 報

〃七〃一〃上〃

第 号

萩四〃四〃六
路
の
区
域

区
域
を
変
更
す
る
。

の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
七
日

路
の
種
類

一
般
国
道

線

名

四
九
一
号

〃

字
堂
ノ
浴

一
五
八
四

〃

通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
場
所

萩
市
役
所

口
県
告
示
第
八
十
号

路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百

〃

字
魚
切
四

六

〃

〃

字
魚
切
上

三
七
六

〃

〃

字
堂
ノ
浴

一
五
四
三

〃

〃

〃

一
五
四
四

〃

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予

定
に
係
る
保
安
林
の
所
在

場
所

保
安

し
て

さ
れ

的

市
大
字
中
小
川
字
堂
ノ
浴

六
二

土
砂

出
の

〃

〃

六
四

〃

〃

字
中
尾
四

六

〃

二
月
二
十
七
日
か
ら
一
月
間
山

山
口
県
知

樹
種

〃

八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

〃立
木
の
伐
採
の

限
度
並
び
に
植

栽
の
方
法
及
び

樹
種

立
木
の
伐
採
の

限
度

立
木
の
伐
採
の

限
度
並
び
に
植

栽
の
方
法
及
び

林
と

指
定

た
目

変
更
に
係
る
指

定
施
業
要
件

森利住

の
流

防
備

立
木
の
伐
採
の

限
度

〃〃

口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課

事

二

井

関

成

〃

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

〃〃〃〃

林
所
有
者
又
は
登
記
し
た
権

を
有
す
る
者

所

氏
名
又
は
名
称

山

久
夫

の
相
続
人

〃〃

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

萩
川
上
線

道
路
の
区
域

区
萩
市
川
上
字
飛
石
三
三
七
八
の
一
〇

七
地
先
か
ら

同
市
菊
川
町
大
字
楢
崎

同
字
七
六

一
地
先
ま
で

下
関
市
菊
川
町
大
字
日
新
字
新
田
六

先
か
ら

同
市
菊
川
町
大
字
楢
崎
字
折
口
七
六

一
地
先
ま
で

及
び
下
関
市
菊
川
町
大
字
楢
崎
字
折
口
七

の
一
地
先
か
ら

同
市
菊
川
町
大
字
楢
崎
字
西
ノ
原
七

の
一
地
先
ま
で

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

下
関
長
門

道
路
の
区
域

区
下
関
市
菊
川
町
大
字
日
新
字
新
田
六

先
か
ら

同
市
菊
川
町
大
字
楢
崎
字
西
ノ
原
七

地
先
ま
で

及
び
下
関
市
菊
川
町
大
字
楢
崎
字
西
ノ
原

区
下
関
市
菊
川
町
大
字
楢
崎
字
西
ノ
原

一
の
一
地
先
か
ら

同
市
菊
川
町
大
字
楢
崎
字
折
口
七
六

一
地
先
ま
で

新

最
狭

二
六
・
〇

最
広
一
一
六
・
〇

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

旧

最
狭

二
二
・
七

最
広
一
〇
五
・
二

地
先

二
の

最
狭

一
〇
・
〇

最
広

一
〇
・
四

八
地

八
の

最
狭

一
三
・
四

最
広

四
八
・
四

六
八

六
二

新

最
狭

一
六
・
〇

最
広

一
九
・
九

線間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

八
地

六
七

最
狭

一
一
・
〇

最
広

二
七
・
七

七
六

旧

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

七
六

旧

最
狭

八
・
一

最
広

一
〇
・
〇

八
の

新

最
狭

一
六
・
〇

最
広

一
九
・
九

六
六
・
六

道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

六
六
・
六

四
七
・
〇

一
般
国
道
四
九
一

号
の
道
路
の
区
域

（
重
用
）

九
八
六
・
二

道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

七
二
・
八

一
般
国
道
四
九
一

号
の
道
路
の
区
域

（
重
用
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

一
、
三
五
四
・
七

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

六
四
・
〇

六
六
・
〇

道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

二



平成

県下

年 月 日 金曜日

路一四路

山 口 県

山
道

路
のそ

に
お

（定期）報

下四同四及下一同一

第 号

道路道

道

関
長
門
線

下
関
市
菊
川
町
大
字
日
新

同
市
菊
川
町
大
字
楢
崎
字

線
名

供

用

般
国
道

九
一
号

下
関
市
菊
川
町
大
字
楢
崎

同
市
菊
川
町
大
字
楢
崎
字

線
名

供

用

口
県
告
示
第
八
十
一
号

路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百

供
用
を
開
始
す
る
。

の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
七
日

関
市
菊
川
町
大
字
楢
崎
字
西
ノ
原
七
六

の
一
地
先
か
ら

市
菊
川
町
大
字
楢
崎

同
字
七
六
一
の

地
先
ま
で

び関
市
菊
川
町
大
字
楢
崎
字
西
ノ
原
七
六

の
四
地
先
か
ら

市
菊
川
町
大
字
楢
崎

同
字
七
六
六
の

地
先
ま
で

路
の
種
類

県
道

線

名

宇
賀
山
陽
線

路
の
区
域

区

間

字
新
田
六
八
地
先
か
ら

折
口
七
六
八
の
一
地
先
ま
で

開

始

の

区

間

字
西
ノ
原
七
六
一
の
一
地
先
か
ら

折
口
七
六
八
の
一
地
先
ま
で

開

始

の

区

間

八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の

二
月
二
十
七
日
か
ら
一
月
間
山

山
口
県
知

最
狭

八
・
一

最
広

一
四
・
二

旧

最
狭

九
・
七

最
広

一
〇
・
四

最
狭

一
八
・
九

最
広

三
一
・
四

新

最
狭

一
八
・
五

最
広

三
一
・
四

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延（
メ

平
成
二
十
一
年
三
月

二
日 供

用
開
始
の
期
日

平
成
二
十
一
年
三
月

二
日供

用
開
始
の
期
日

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課

事

二

井

関

成

四
一
・
五

号
の
道
路
の
区
域

（
重
用
）

一
六
・
六

県
道
下
関
長
門
線

の
道
路
の
区
域

（
重
用
）

三
九
・
七

一
般
国
道
四
九
一

号
の
道
路
の
区
域

（
重
用
）

一
五
・
三

道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

長

ー
ト
ル
）

備

考

一
般
国
道
四
九
一

計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の

三

事
業
施
行
期
間

平
成
三
年
八
月
二
日
か
ら

四

事
業
地

山
口
市
阿
知
須
並
び
に
宇

山
口
県
告
示
第
八
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三

計
画
及
び
阿
知
須
都
市
計
画
下

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十

一

施
行
者
の
名
称

宇
部
・
阿
知
須
公
共
下
水

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及

宇
部
都
市
計
画
及
び
阿
知

路
線
名

供

用

県

道

宇
賀
山
陽
線

下
関
市
菊
川
町
大
字

同
市
菊
川
町
大
字
楢

山
口
県
告
示
第
八
十
二
号

路
線
名

供

用

県

道

萩
川
上
線

萩
市
川
上
字
飛
石
三変

更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま

部
市
大
字
東
岐
波
及
び
大
字
西
岐

年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第

年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第

水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を

七
日

山
口

道
組
合

び
名
称

須
都
市
計
画
下
水
道
事
業
宇
部
市

開

始

の

区

楢
崎
字
西
ノ
原
七
六
一
の
四
地
先
か

崎

同
字
七
六
六
の
一
地
先
ま
で

開

始

の

区

三
七
八
の
一
〇
地
先

三

で波一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
熊
毛
都

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
宇
部
都

次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

、
阿
知
須
町
公
共
下
水
道

間

供
用
開
始
の
期
日

ら

平
成
二
十
一
年
三
月

二
日

間

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
十
一
年
二
月

二
十
八
日

市 市



平

成

成 年 月 日 金曜日

二三
の

山 口

特
り
特同

月
九

覧
に

一

（定期）県 報

四（
六

第 号

一二三

に
寄
与
す
る
こ
と
。

平
成
二
十
一
年
二
月
九
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

ク

代

表

者

の

氏

名

原

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

宇

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

地
域
に
根
ざ
し
た
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ

普
及
及
び
発
展
に
関
す
る
事
業
を

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認

項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、
第
五
号

日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環
境
生
活

供
し
ま
す
。

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
七
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
四
年
五
月
十
四
日
か
ら
平

事
業
地

周
南
市
大
字
樋
口公

〇
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
七
日

施
行
者
の
名
称

周
南
市

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

熊
毛
都
市
計
画
公
園
事
業
三
・
三

事
業
施
行
期
間

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

レ
フ
ィ
オ

田

弘
義

部
市
大
字
妻
崎
開
作
八
五
八
番

ブ
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
地

行
う
こ
と
に
よ
り
、
ス
ポ
ー
ツ

年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一

証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
。

、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ

部
県
民
生
活
課
及
び
山
口
県
宇

山
口
県
知

成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま

告

立
の
認
証
の
申
請

山
口
県
知

・
四
高
水
近
隣
公
園

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

地
の
一

域
社
会
に
対
し
サ
ッ
カ
ー
競
技

の
振
興
及
び
青
少
年
の
健
全
育

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

る
書
類
は
、
平
成
二
十
一
年
四

部
県
民
局
に
お
い
て
公
衆
の
縦

事

二

井

関

成

で 事

二

井

関

成

し
ら
ゆ
り
薬
局

〃番
一

ミ
ド
リ
薬
局

〃号

ア
カ
ダ
薬
局
才
川
店

〃二
番

有
限
会
社
さ
つ
き
薬
局

〃七
九

あ
す
な
ろ
薬
局

〃番
一

す
み
れ
薬
局
垢
田
店

〃番
七

き
さ
ら
ぎ
薬
局

〃番
二

ア
カ
ダ
薬
局
羽
山
店

〃号

有
限
会
社
ア
カ
ダ
薬
局

新
下
関

〃番
七

ア
カ
ダ
薬
局

〃一
三

畑
薬
局
ア
カ
ダ
店

〃二
番

医

療

名

称

所

大
野
薬
局

下
関

号

有
限
会
社
吉
村
薬
局

〃七
号

タ
カ
サ
キ
薬
局
長
府
店

〃号

マ
エ
ダ
薬
局

〃一
六

（
六
一
）
障
害
者
自
立
支
援
法

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成

自
立
支
援
医
療
を
担
当
さ
せ
る

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十

上
新
地
町
三
丁
目
一

号

〃

山
の
田
本
町
一
番
一

〃

長
府
才
川
二
丁
目
一

八
号

〃

豊
北
町
大
字
阿
川
三

五
の
三

〃

小
月
茶
屋
二
丁
目
一

八
号

〃

垢
田
町
一
丁
目
二
〇

号

〃

安
岡
駅
前
一
丁
目
四

二
号

〃

羽
山
町
二
〇
番
一
二

〃

秋
根
南
町
一
丁
目
二

号

〃

新
垢
田
南
町
一
丁
目

番
二
〇
号

〃

新
垢
田
東
町
二
丁
目

一
七
号

〃

機

関

自
立

在

地

療
の

市
幡
生
本
町
一
番
一
三

精
神
通

伊
倉
町
二
丁
目
一
番

〃

長
府
江
下
町
五
番
八

〃

彦
島
本
村
町
六
丁
目

番
一
六
号

〃

の
規
定
に
基
づ
く
医
療
機
関
の
指

十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し

七
日

山
口

〃

〃

〃

四
、

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

五
、

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

支
援
医

指
定
年
月
日

種
類

院
医
療

平
成
一
九
、

三
、

〃

〃

〃

〃

〃

〃

定五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

ま
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

四

〃 〃〃〃〃〃 〃〃〃〃〃 一〃〃〃 、

公

告



平成

新
下

年 月 日 金曜日

浜
坂

サ
コ

ひ
ば

そ
う

川
店

小
羽

山 口 県

川
棚

は
ま

の
は

山
本

レ
イ

（定期）報

か
わ

日
本

豊
浦
ン
タ

岡
村

か
わ

第 号

ア
イ

下
関

大
学

湯
玉

き
ふ

薬
局
藤
曲
店

〃

東
藤

一
三
号

番
一
号

薬
局

〃

大
字

四
の
四

タ
薬
局

〃

松
島

り
薬
局

〃

東
琴

一
七

一
号

ご
う
薬
局
宇
部
新

〃

上
町

八
号

山
薬
局

〃

南
小

一
九
番
一
五

番
八
号

薬
局

〃

豊
浦

二
八
七
の
一

ゆ
う
薬
局

〃

本
町

八
号

ら
薬
局

宇
部
市
野
原

号

薬
局

〃

居
能

二
八
号

ン
ボ
ー
薬
局

〃

恩
田

一
九
号

さ
き
薬
局

〃

小
月

番
四
五
号

調
剤
豊
浦
薬
局

〃

豊
浦

の
一
一
六

薬
剤
師
会
支
援
セ

ー
薬
局

〃

〃

の
一
七
五

薬
局
滝
部
店

〃

豊
北

三
九
九
の
一

さ
き
薬
局
駅
前
店

〃

小
月

テ
ル
薬
局
幡
生
店

〃

幡
生

中
央
薬
局

〃

山
の

号

堂
薬
局
梶
栗
店

〃

梶
栗

一
号

駅
薬
局

〃

豊
浦

四
三
七
の
二

ね
薬
局

〃

貴
船

曲
二
丁
目
五
番

〃

西
岐
波
一
二
三

〃

町
一
二
番
三
号

〃

芝
一
丁
目
四
番

〃

一
丁
目
四
番
二

〃

羽
山
町
二
丁
目

号

〃

町
大
字
川
棚
七

〃

一
丁
目
一
番
一

〃

一
丁
目
五
番
一

〃

町
三
丁
目
一
番

〃

町
二
丁
目
二
四

〃

駅
前
一
丁
目
二

〃

町
大
字
小
串
八

〃

八

〃

町
大
字
滝
部
三

二

〃

駅
前
一
丁
目
五

〃

本
町
六
番
五
号

〃

口
町
一
一
番
四

〃

町
三
丁
目
七
番

〃

町
大
字
宇
賀
七

〃

町
二
丁
目
三
番

〃

〃

四
、

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

七
、

〃

〃

九
、

〃

平
成
二
〇
、

三
、

〃

〃

一
一
、

〃

〃

〃

〃

平
成
一
九
、

三
、

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

三
、

〃

〃

四
、

〃

〃

五
、

〃

〃

七
、

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

七
、

〃

〃

八
、

〃

〃

一
二
、

〃

平
成
二
〇
、

一
、

〃

二
五

昭
和
薬
局

〃番
一

東
郷
薬
局
東
田
町
店

萩
市

だ
い
だ
い
薬
局

〃一
四

あ
お
ば
薬
局

〃

宮
田
薬
局

防
府

の
三

メ
デ
ィ
カ
ル
ド
ラ
ッ
グ

ピ
ス
テ
ィ
ー
店

〃

有
限
会
社
ヘ
イ
ワ
薬
局

〃

お
お
そ
ら
薬
局

〃

み
き
薬
局
山
口
店

〃号

ビ
オ
ス
薬
局
吉
敷
店

〃

ビ
オ
ス
薬
局
平
川
店

〃

ク
ロ
ー
バ
ー
薬
局

〃七

花
咲
薬
局

〃

さ
く
ら
薬
局

〃

山
一
薬
局
立
小
路
店

山
口

山
一
薬
局
大
内
店

〃一

フ
ァ
イ
ン
薬
局

〃番
二

ヤ
マ
ネ
薬
局

〃

オ
オ
タ
薬
局

〃の
三

新
町
薬
局

〃

こ
こ
ろ
薬
局

〃

グ
ロ
ー
バ
ル
薬
局

〃二
の

西
田
薬
局

〃〇

か
め
う
ら
薬
局

〃九
号

ハ
ー
ト
薬
局

〃七
の

号
八
王
子
一
丁
目
二
四

八
号

〃

大
字
東
田
町
二
二

〃

大
字
椿
東
四
一
六
二
の

〃

大
字
熊
谷
町
三
六

〃

市
大
字
新
田
一
五
三
二

〃

酢
貝
六
番
七
号

〃

天
神
一
丁
目
一
〇
番

〃

赤
妻
町
三
番
七
号

〃

桜
畠
二
丁
目
六
番
六

〃

吉
敷
三
九
七
四
の
三

〃

平
井
一
四
三
九
の
一

〃

阿
知
須
一
一
九
八
の

〃

大
内
矢
田
三
〇
の
六

〃

後
河
原
四
七
の
二

〃

市
下
竪
小
路
一
〇
八

〃

大
内
矢
田
九
一
〇
の

〃

湯
田
温
泉
一
丁
目
五

六
号

〃

平
井
八
二
二
の
七

〃

小
郡
上
郷
三
三
二
三

〃

〃

三
二
七
七

〃

矢
原
町
三
一

〃

大
字
妻
崎
開
作
五
〇

二

〃

大
字
東
岐
波
一
一
〇

〃

亀
浦
一
丁
目
二
番
一

〃

大
字
東
岐
波
五
四
六

一

〃

五

〃

四
、

平
成
一
九
、

三
、

〃

四
、

〃

〃

〃

三
、

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

九
、

平
成
二
〇
、

四
、

〃

〃

〃

六
、

〃

九
、

〃

一
〇
、

平
成
一
九
、

三
、

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

四
、

〃

〃

〃

六
、

〃

五
、

〃

六
、

〃

八
、

〃

九
、

〃 〃〃〃〃〃〃 〃〃〃〃〃〃〃 〃〃〃〃〃〃〃 〃〃〃〃



平

み
ど

成 年 月 日 金曜日

あ
す

有
限

岩
国

そ
う

店み
き

山 口

す
み

有
限

有
限

石
橋

こ
ぶ

（定期）県 報

星
薬

ミ
ン

ゆ
う

ひ
ま

あ
お

第 号

三
栄

石
が

め
ば

ム
ー

え
び

り
薬
局

〃

今
津

番
二
七
号

か
調
剤
薬
局

〃

麻
里

番
二
六
号

会
社
美
川
薬
局

〃

美
川

九
の
二

さ
く
ら
薬
局

〃

藤
生

番
五
号

ご
う
薬
局
中
津
町

〃

中
津

番
一
七
号

薬
局

〃

錦
見

一
〇
号

れ
薬
局

〃

〃

四
の
一
〇

会
社
マ
リ
フ
薬
局

岩
国
市
麻
里

〇
番
一
六
号

会
社
鞍
掛
薬
局

〃

玖
珂

一

薬
局

〃

車
町

六
号

し
薬
局

〃

山
手

番
三
号

局

下
松
市
大
手

二
二
号

ト
薬
局

〃

大
字

二
の
二

き
薬
局

〃

青
柳

号

わ
り
薬
局
下
松
店

〃

望
町

号

い
薬
局

〃

大
字

七
の
二

堂
薬
局

〃

石
が

一
七
号

口
薬
局

〃

石
が

三
七
号

え
薬
局

〃

三
田

番
一
三
号

ン
薬
局
高
井
店

〃

大
字

二

す
薬
局

〃

八
王

四
号

町
一
丁
目
一
五

〃

布
町
五
丁
目
四

〃

町
南
桑
二
四
〇

〃

町
二
丁
目
二
三

〃

町
一
丁
目
一
九

〃

六
丁
目
一
三
番

〃

一
四
〇

〃

布
町
三
丁
目
二

〃

町
五
〇
四
九
の

〃

二
丁
目
六
番
二

〃

町
一
丁
目
一
〇

〃

町
一
丁
目
四
番

〃

西
豊
井
一
四
五

〃

一
丁
目
三
番
一

〃

五
丁
目
四
番
八

〃

西
豊
井
一
三
一

〃

口
一
丁
目
四
番

〃

口
二
丁
目
二
番

〃

尻
一
丁
目
一
二

〃

高
井
六
九
三
の

〃

子
一
丁
目
七
番

〃

平
成
二
〇
、

五
、

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

七
、

〃

〃

一
一
、

〃

〃

一
二
、

〃

〃

一
一
、

〃

平
成
一
九
、

三
、

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

四
、

〃

平
成
一
九
、

四
、

〃

〃

一
〇
、

〃

平
成
二
〇
、

四
、

〃

〃

九
、

〃

〃

〃

〃

〃

六
、

〃

〃

七
、

〃

〃

一
〇
、

〃

〃

一
二
、

〃

平
成
二
〇
、

七
、

〃

ひ
ま
わ
り
薬
局
大
神
店

〃三
号

号

補
生
堂
漢
方
薬
局
岐
山

通
り
店

〃

有
限
会
社
水
上
薬
局

〃

ニ
コ
ニ
コ
薬
局

〃〇
番

第
一
薬
局
糀
町
店

〃

き
ら
き
ら
薬
局

〃の
一

の
七

シ
ク
マ
薬
局

柳
井
二
〇

し
ら
か
べ
薬
局

〃

ド
レ
ミ
薬
局

〃八
号

有
限
会
社
す
み
れ
薬
局

〃二
号

大
内
薬
局

周
南

桜
木
調
剤
薬
局

〃

か
な
え
薬
局

〃七
号

よ
し
ず
薬
局

長
門

み
す
ず
薬
局

〃

ハ
ー
ト
薬
局

〃一

み
の
り
薬
局

〃一
二

ひ
と
ま
る
薬
局

〃

ひ
か
る
薬
局
周
東
店

〃一
〇

フ
ァ
ミ
リ
ー
薬
局

〃七
番

成
和
薬
局
高
水
前
店

〃番
一

レ
イ
ン
ボ
ー
薬
局

光
市
〇
号

ト
ー
タ
ス
薬
局
光
店

〃の
四

大
神
四
丁
目
一
一
番

〃

岐
山
通
三
丁
目
六

〃

新
町
二
丁
目
九
の
三

〃

新
清
光
台
二
丁
目
一

二
〇
号

〃

糀
町
二
丁
目
二
三

〃

大
字
久
米
三
一
九
九

二

〃

市
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
南
町

〃

伊
保
庄
五
六
二
の
一

〃

南
町
七
丁
目
一
一
番

〃

中
央
三
丁
目
一
四
番

〃

市
大
内
町
八
番
四
号

〃

桜
木
二
丁
目
二
番
六

〃

島
田
六
丁
目
一
三
番
二

〃

市
仙
崎
二
八
三
の
四

〃

三
隅
中
三
二
九
三

〃

東
深
川
一
三
八
四
の

〃

〃

一
八
九
七
の

〃

油
谷
新
別
名
九
九
六

〃

周
東
町
下
久
原
二
四

の
二

〃

南
岩
国
町
三
丁
目
一

一
五
号

〃

尾
津
町
二
丁
目
二
三

三
号

〃

浅
江
三
丁
目
一
七
番
二

〃

室
積
中
央
町
三
四
五
五

〃

〃

七
、

〃

〃

〃

四
、

〃

〃

〃

〃

〃

〃

平
成
一
九
、

三
、

〃

〃

平
成
二
〇
、

五
、

〃

一
〇
、

平
成
一
九
、

三
、

〃

〃

〃

五
、

平
成
一
九
、

三
、

〃

四
、

〃

五
、

〃

一
一
、

平
成
二
〇
、

七
、

〃

〃

〃

九
、

〃

一
〇
、

平
成
一
九
、

八
、

平
成
二
〇
、

一
、

六

〃 〃〃〃〃〃 〃〃〃〃〃〃 〃〃〃〃〃〃 〃〃〃〃〃



平成

テ
ー

年 月 日 金曜日

護
ス

さ
る

テ
ー

訪
問

ン
ハ

虹
の

シ
ョ

ホ
ー

問
看

阿

山 口 県

ふ
じ

城
南

下
関

セ
ン
テ
ー

彦
島
シ
ョ

宇
部

（定期）報

み
き

秋
本

竜
王

つ
く

ク
ロ

第 号

石
丸

周
陽

オ
リ

あ
い

銀
座

レ
モ

シ
ョ
ン

四

テ
ー
シ
ョ
ン

二
五
号

び
あ
訪
問
看
護
ス

シ
ョ
ン

〃

浜
町

号

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ロ
ー
ナ
ー
ス
宇
部

〃

大
字

の
三

訪
問
看
護
ス
テ
ー

ン

〃

五
十

一
号

ム
ナ
ー
ス
立
花
訪

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

〃

南
中

号

知
須
訪
問
看
護
ス

山
口
市
阿
知

た
に
薬
局

大
島
郡
周
防

松
五
五
六
の

薬
局

熊
毛
郡
田
布

一
〇
二
九
の

市
豊
浦
地
域
ケ
ア

タ
ー
訪
問
看
護
ス

シ
ョ
ン

下
関
市
豊
浦

の
三

訪
問
看
護
ス
テ
ー

ン

〃

彦
島

目
二
番
一
四

市
医
師
会
訪
問
看

宇
部
市
琴
芝

薬
局
小
野
田
店

山
陽
小
野
田

一
二
七
五
の

薬
局
厚
狭
店

〃六
三
の
一

薬
局

〃三
六
七
五
の

し
薬
局

〃一
の
一
三

ー
バ
ー
薬
局

〃六
六
六
二

薬
局
周
陽
店

〃

周
陽

号

調
剤
薬
局

〃

〃

号

ー
ブ
薬
局
呼
坂
店

〃

大
字

薬
局
徳
山
店

〃

河
東

薬
局

〃

銀
座

ン
薬
局

〃

弥
生

二
丁
目
一
番
三

〃

西
岐
波
二
二
九

〃

目
山
町
四
番
八

〃

山
町
八
番
一
一

〃

須
四
二
四
一
の

〃

大
島
町
大
字
小

三

〃

施
町
大
字
宿
井

一
四

〃

町
大
字
小
串
七

〃

江
の
浦
町
九
丁

号

〃

町
二
丁
目
四
番

〃

市
大
字
東
高
泊

九

〃

大
字
厚
狭
四

〃

大
字
小
野
田

三

〃

大
字
鴨
庄
一

〃

中
川
六
丁
目

〃

二
丁
目
一
番
二

〃

四
番
一

〃

呼
坂
一
の
六

〃

町
八
番
三
号

〃

二
丁
目
三
四

〃

町
二
丁
目
八

〃

〃

八
、

〃

平
成
一
九
、

二
、

〃

平
成
二
〇
、

六
、

〃

〃

七
、

〃

平
成
一
八
、
一
二
、

〃

〃

六
、

〃

平
成
一
九
、

九
、

〃

〃

二
、

〃

〃

〃

〃

平
成
一
八
、

六
、

〃

平
成
一
九
、

三
、

〃

〃

五
、

〃

〃

一
〇
、

〃

平
成
二
〇
、

五
、

〃

〃

七
、

〃

〃

九
、

〃

〃

一
二
、

〃

平
成
二
〇
、

四
、

〃

〃

五
、

〃

〃

一
一
、

〃

〃

〃

〃

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
あ

ぶ

九
四

ン
ど
れ
み
ら
い
ふ
周
南

の
一

徳
山
医
師
会
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

〃

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
し
ん
な
ん
よ
う

〃

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
ゆ
め
風
車

〃二
七

山
陽
小
野
田
市
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

山
陽

〇
三

山
口
県
看
護
協
会
訪
問

阿
武

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
わ
か
あ
ゆ

岩
国
番
五

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
つ
く
し

〃八
番

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
ア
イ
リ
ス

〃一
号

山
口
県
看
護
協
会
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ひ

か
り

光
市

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

周
南

山
口
県
看
護
協
会
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ほ

う
ふ

〃六

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
ス
マ
イ
ル
ネ
ッ
ト
防

府

〃一

原
田
訪
問
看
護
セ
ン

タ
ー

〃七
号

自
遊
の
街
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
つ
ば
さ

〃

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
ハ
ロ
ー
・
ナ
ー
ス
き

つ
な
ん

〃

訪
問
看
護
花
の
森

〃号

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
ア
ク
テ
ィ
ブ
大
内

〃二

三
田
尻
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

防
府

五
の
一

八
慶
万
町
一
〇
番
一
号

〃

古
川
町
一
番
一
七
号

〃

宮
の
前
二
丁
目
六
番

号

〃

小
野
田
市
大
字
厚
狭
五

〃

郡
阿
武
町
大
字
奈
古
二

〃

市
室
の
木
町
一
丁
目
一

〇
号

〃

南
岩
国
町
二
丁
目
七

三
九
号

〃

錦
見
七
丁
目
一
六
番

〃

光
井
二
丁
目
二
番
一
号

〃

市
大
字
徳
山
五
六
八
七

〃

大
字
上
右
田
二
六
八

〃

大
字
佐
野
一
五
二
の

〃

国
衙
五
丁
目
九
番
二

〃

自
力
町
三
番
二
七
号

〃

鋳
銭
司
三
三
八
一

〃

宮
島
町
一
〇
番
二
五

〃

大
内
矢
田
三
九
五
の

〃

市
中
央
町
六
番
三
二
号

〃

七

〃

一
〇
、

〃

〃

平
成
二
〇
、

八
、

平
成
一
九
、

一
、

〃

二
、

〃

一
、

〃

〃

〃

二
、

平
成
一
八
、
一
二
、

平
成
一
九
、

一
、

〃

一
二
、

〃

〃

平
成
一
九
、

一
、

〃

六
、

平
成
一
九
、

一
、

〃

三
、

〃

四
、

平
成
一
八
、

〃

〃〃〃〃〃 〃〃〃〃〃 〃〃〃〃 〃〃〃〃



平

土
改
良

成 年 月 日 金曜日

一二（
六

山 口

大
二
十

か
ら当

労
働

（定期）県 報

名株
式

ル
ケ

〃（
六

第 号

（
六障

次
の指業

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
氏
名

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

シ
ー
モ
ー
ル
下
関
シ

所
在
地

下
関
市
竹
崎
町
四
丁

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

四
）
土
地
改
良
区
の
役
員
の
氏
名

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

年
十
月
十
日
山
口
県
公
告
（
三
九

意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

該
意
見
は
、
平
成
二
十
一
年
二
月

部
商
政
課
及
び
下
関
市
観
光
産
業

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
七
日

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
社
オ
ー

ア
ー

防
府
市
大
字
田

島
三
七
一
の
六

訪テオ

〃

〃

〃

〃

三
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第

二
）
障
害
者
自
立
支
援
法
の
規
定

害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年

と
お
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
七
日

定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事

者

第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第

及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り
ま
し

在
地

ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

目
一
の
二

。及
び
住
所
の
届
出

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

二
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗

二
十
七
日
か
ら
同
年
三
月
二
十

部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆

山
口
県
知

名

称

所

在

地

問
介
護
ス

ー
シ
ョ
ン

ー
ル
ケ
ア
ー

防
府
市
沖
今
宿

一
丁
目
一
八
番

二
〇
号

〃

〃〃

〃

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意

に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十

事
業
者
の
指
定
を
し
ま
し
た
。

山
口
県
知

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行
う
事
業
所

十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地

た
。

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

に
つ
い
て
次
の
と
お
り
下
関
市

七
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

事

二

井

関

成

ビ
ス
の

種
類

居
宅
介

護

平
成
二
一
、

二
、

一

重
度
訪

問
介
護

〃

〃

〃

見
の
聴
取

ビ
ス
事
業
者
の
指
定

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

事

二

井

関

成

障
害
福

祉
サ
ー

指
定
年
月
日

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

清
末
地
区
湛
水
防
除
事
業
を
行

〃〃〃〃〃
（
六
五
）
県
営
清
末
地
区
湛
水

土
地
改
良
区
の
名
称

防
府
市
大
道
土
地
改
良
区

埴
生
土
地
改
良
区

〃〃〃〃 〃〃〃〃〃〃〃
二

退
任
し
た
役
員

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十

一

就
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

埴
生
土
地
改
良
区

〃〃

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十

う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を

〃

松
村

秀
光

下
関

〃

長
谷
川
仁
広

〃

〃

奥
賀

憲
雄

〃

監

事

仲
田

正
人

山
陽

〃

堺

文
成

下
関

防
除
事
業
計
画
書
の
縦
覧

理
事
監
事
の
別

氏

名

住

監

事

山
野

信
之

防
府

理

事

槐
原

義

山
陽

〃

吉
岡

建
夫

下
関

〃

大
崎

進

山
陽

〃

福
久

憲
二

〃

〃

佐
村

栄

〃

〃

木
下

芳
雄

〃

〃

村
上

昭
六

下
関

〃

藤
本

一
也

〃

〃

西
村

直
人

〃

〃

沢

徹

〃

監

事

小
野

恒
夫

〃

〃

坂
本

多
旦

山
陽

七
日

山
口

理
事

監
事
の
別

氏

名

住

理

事

隅
野

克
己

山
陽

〃

秋
本

拓
治

〃

〃

河
野

子

〃

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県

定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規

市
松
屋
本
町
一
丁
目
四
番
二
一
号

松
屋
東
町
二
丁
目
五
番
五
号

王
喜
本
町
一
丁
目
六
番
四
号

小
野
田
市
大
字
福
田
四
一
三

市
松
屋
本
町
三
丁
目
四
番
六
号 所

市
大
字
台
道
二
〇
六
の
三

小
野
田
市
大
字
埴
生
三
〇
四
〇

市
王
喜
宇
津
井
一
丁
目
七
番
四
七

小
野
田
市
大
字
埴
生
七
五
四

大
字
福
田
八
九
八

大
字
埴
生
五
〇
七

大
字
埴
生
一
〇
四
六
の

市
松
屋
本
町
一
丁
目
二
番
八
号

松
屋
東
町
二
丁
目
五
番
二
〇
号

木
屋
川
本
町
五
丁
目
一
五
四
の

王
喜
宇
津
井
一
丁
目
五
番
九
号

松
屋
上
町
三
丁
目
一
七
三
一

小
野
田
市
大
字
埴
生
三
三
九
二

県
知
事

二

井

関

成所

小
野
田
市
大
字
埴
生
一
三
六
二
の

平
成
町
二
番
一
号

大
字
福
田
三
二
〇

八

営定 号 一一 三



平成

県
議

年 月 日 金曜日

直
県
条
廃
の

県
の
す
る

山 口 県

地
に
規

八
十

運
営

有
す

る
数

数
）

（定期）報

三山

第 号

に
よ

一二

会
の
解
散
の
請
求
条
第
一
項

接
請
求
の
種
類

根

拠

規

例
の
制
定
又
は
改

請
求

地
方
自
治
法
第
七

条
第
一
項

事
務
の
執
行
に
関

監
査
の
請
求

地
方
自
治
法
第
七

条
第
一
項

地
方
自
治
法
第
七

方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総

条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年

る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

は
、
次
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
七
日

平
成
二
十
一
年
三
月
二
日
か
ら
同

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

選
挙
管
理

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
七
日

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
清
末
地
区
湛
水
防
除
事
業
計

縦
覧
の
期
間

大
島
郡
選
挙
区

熊
毛
郡
選
挙
区

下
関
市
選
挙
区

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

定

必

要

な

有

十
四

十
五

十
六 第

六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第

数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に

及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び

法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条

（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て

月
二
十
三
日
ま
で

委
員
会

第
二
十
一
号

す
。

山
口
県
知

画
書
の
写
し

二
六
九
、
九
四
五

六
、
〇
六
八

九
、
四
三
七

七
九
、
〇
三
九

長

上

符

正

顕

権

者

の

数二
四
、
三
九
四

一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第

に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え

得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

事

二

井

関

成

知
事
の
解
職
の
請
求

地
方
自
治
法

条
第
一
項

副
知
事
並
び
に
県
の
選

挙
管
理
委
員
、
監
査
委

員
及
び
公
安
委
員
会
の

委
員
の
解
職
の
請
求

地
方
自
治
法

条
第
一
項

県
の
教
育
委
員
会
の
委

員
の
解
職
の
請
求

地
方
教
育
行

及
び
運
営
に

律
第
八
条
第

県
議
会
の
議
員
の
解
職

の
請
求

地
方
自
治
法

第
一
項

第
八
十
一

第
八
十
六

政
の
組
織

関
す
る
法

一
項

第
八
十
条

宇
部
市
選
挙
区

山
口
市
選
挙
区

萩
市
阿
武
郡
選
挙
区

防
府
市
選
挙
区

下
松
市
選
挙
区

岩
国
市
玖
珂
郡
選
挙
区

光
市
選
挙
区

長
門
市
選
挙
区

柳
井
市
選
挙
区

美
祢
市
選
挙
区

周
南
市
選
挙
区

山
陽
小
野
田
市
選
挙
区

九
二
六
九
、
九
四
五

四
七
、
七
一
六

五
〇
、
四
二
六

一
九
、
四
三
三

三
二
、
三
三
八

一
五
、
一
四
〇

四
二
、
四
三
〇

一
四
、
九
〇
八

一
一
、
三
六
二

一
〇
、
〇
四
九

八
、
二
六
三

四
一
、
八
三
八

一
八
、
一
一
五

選
挙
管
理
委
員
会



平
成
二

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
七
日
印
刷

十
一
年
二
月
二
十
七
日
発
行

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県
県

庁

定
価
一
箇
月

金

知
事

二
千
七
百
円
（
送
料
共
）


